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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 試 料 内 を 透 過 す る 波 長 領 域 を 含 む 光 を 出 力 す る 光 源 部 と 、
　 前 記 光 源 部 か ら 出 力 さ れ た 光 を 前 記 試 料 の 第 １ の 面 に 照 射 し た と き に 、 前 記 第 １ の 面 か
ら 反 射 し た 第 １ の 反 射 光 と 、 前 記 第 １ の 面 か ら 前 記 試 料 内 を 透 過 し 前 記 第 １ の 面 と 第 ２ の
面 と を 含 む こ れ ら 面 の 間 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に お け る 任 意 の 高 さ 位 置 で 反 射
し た 第 ２ の 反 射 光 と を 撮 像 す る 撮 像 部 と 、
　 前 記 撮 像 部 に よ り 前 記 第 １ の 反 射 光 を 撮 像 し て 取 得 さ れ る 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２
の 反 射 光 を 撮 像 し て 取 得 さ れ る 第 ２ の 画 像 デ ー タ と を 演 算 し て 少 な く と も 前 記 試 料 の 任 意
の 高 さ 位 置 に お け る 観 察 画 像 デ ー タ を 求 め る 画 像 演 算 部 と 、
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 光 源 部 は 、 前 記 試 料 内 を 透 過 す る 赤 外 線 領 域 の 波 長 を 有 す る 光 を 出 力 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ と を そ れ ぞ れ 保 存 す る 画 像 保 存 　 部 を 有
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 観 察 装 置 。
　
【 請 求 項 ７ 】

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ と の 差 を 演 算 し て 差
画 像 デ ー タ を 算 出 し 、 該 差 画 像 デ ー タ を 前 記 観 察 画 像 デ ー タ と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ の う ち い ず れ か 一 方
又 は 両 方 に 対 し て フ ォ ー カ ス 補 正 又 は コ ン ト ラ ス ト 調 整 の う ち い ず れ か 一 方 又 は 両 方 の 処
理 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ と の 差 画 像 デ ー タ に
対 し て 画 像 補 間 処 理 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 観 察 装 置 。



　 前 記 画 像 保 存 部 は 、 前 記 試 料 に お け る 前 記 第 １ の 面 と 前 記 第 ２ の 面 と を 含 む こ れ ら 面 の
間 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に お け る 任 意 の 複 数 の 高 さ 位 置 の 複 数 の 前 記 第 ２ の 画
像 デ ー タ を 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 光 源 部 は 、 赤 外 線 領 域 の 波 長 を 有 す る 光 を 出 力 す る 第 １ の 光 源 と 、 可 視 領 域 又 は 紫
外 線 領 域 の 波 長 を 有 す る 光 を 出 力 す る 第 ２ の 光 源 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ を 取 得 す る と き に 前 記 第 ２ の 光 源 か ら 前 記 可 視 領 域 又 は 前 記 紫 外
領 域 の 光 を 放 射 し 、 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ を 取 得 す る と き に 前 記 第 １ の 光 源 か ら 前 記 赤 外
領 域 の 光 を 放 射 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 試 料 を 透 過 す る 波 長 の 光 を 出 力 す る 光 源 部 と 、
　 前 記 試 料 の 共 焦 点 画 像 を 検 出 す る 共 焦 点 光 学 系 と 、
　 前 記 光 源 部 か ら 放 射 さ れ た 光 を 前 記 試 料 の 第 １ の 面 に 照 射 し た と き に 、 前 記 共 焦 点 光 学
系 を 通 し て 前 記 第 １ の 面 か ら 反 射 し た 第 １ の 反 射 光 と 、 前 記 第 １ の 面 か ら 前 記 試 料 内 を 透
過 し 前 記 第 １ の 面 と 他 方 の 第 ２ の 面 と を 含 む こ れ ら 面 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に
お け る 任 意 の 高 さ 位 置 で 反 射 し た 第 ２ の 反 射 光 と を 受 光 す る 受 光 部 と 、
　 前 記 第 １ の 反 射 光 を 受 光 し た 前 記 受 光 部 の 出 力 信 号 か ら 取 得 さ れ た 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ
ー タ と 、 前 記 第 ２ の 反 射 光 を 受 光 し た 前 記 受 光 部 の 出 力 信 号 か ら 取 得 さ れ た 第 ２ の 共 焦 点
画 像 デ ー タ と を 演 算 し て 少 な く と も 前 記 試 料 の 任 意 の 高 さ 位 置 に お け る 観 察 画 像 デ ー タ を
求 め る 画 像 演 算 部 と 、
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 観 察 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　

【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 光 源 部 は 、 赤 外 領 域 の 波 長 の レ ー ザ 光 を 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の
観 察 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と を そ れ ぞ れ 保 存 す る 画 像
保 存 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 画 像 保 存 部 は 、 前 記 試 料 に お け る 前 記 第 １ の 面 と 前 記 第 ２ の 面 と を 含 む こ れ ら 面 の
間 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に お け る 任 意 の 複 数 の 高 さ 位 置 の 複 数 の 前 記 第 ２ の 共
焦 点 画 像 デ ー タ を 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 光 源 部 は 、 赤 外 領 域 の 波 長 の レ ー ザ 光 を 出 力 す る 第 １ の 光 源 と 、 可 視 領 域 又 は 紫 外
領 域 の 波 長 の 光 を 出 力 す る 第 ２ の 光 源 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ を 取 得 す る と き に 前 記 第 ２ の 光 源 か ら 前 記 可 視 領 域 又 は 前
記 紫 外 領 域 の 光 を 放 射 し 、 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ を 取 得 す る と き に 前 記 第 １ の 光 源
か ら 前 記 赤 外 領 域 の 光 を 放 射 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
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６

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と の 差
を 演 算 し て 差 画 像 デ ー タ を 算 出 し 、 該 差 画 像 デ ー タ を 前 記 観 察 画 像 デ ー タ と す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ の う ち
い ず れ か 一 方 又 は 両 方 に 対 し て フ ォ ー カ ス 補 正 又 は コ ン ト ラ ス ト 調 整 の う ち い ず れ か 一 方
又 は 両 方 の 処 理 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ ま た は １ ０ 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 画 像 演 算 部 は 、 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と の 差
画 像 デ ー タ に 対 し て 画 像 補 間 処 理 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 観 察 装 置
。

９

９

１ ４

９



　 試 料 の 第 １ の 面 に 光 を 照 射 し 、 前 記 第 １ の 面 か ら の 反 射 光 を 受 光 し て 第 １ の 画 像 デ ー タ
を 取 得 す る 工 程 と 、
　 前 記 試 料 の 前 記 第 １ の 面 に 光 を 照 射 し 、 前 記 第 １ の 面 か ら 前 記 試 料 内 を 透 過 し 前 記 第 １
の 面 と 他 方 の 第 ２ の 面 と を 含 む こ れ ら 面 の 間 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に お け る 任
意 の 高 さ 位 置 で 反 射 し た 第 ２ の 反 射 光 を 受 光 し て 第 ２ の 画 像 デ ー タ を 取 得 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ の 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 像 デ ー タ と を 演 算 し て 少 な く と も 前 記 試 料 の 任 意
の 高 さ 位 置 に お け る 観 察 画 像 デ ー タ を 求 め る 工 程 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 観 察 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 試 料 の 第 １ の 面 に 光 を 照 射 し 、 前 記 第 １ の 面 か ら の 反 射 光 を 共 焦 点 光 学 系 を 通 し て 受 光
し て 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ を 取 得 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ の 面 に 光 を 照 射 し 、 前 記 第 １ の 面 か ら 前 記 試 料 内 を 透 過 し 前 記 第 １ の 面 と 他 方
の 第 ２ の 面 と を 含 む こ れ ら 面 の 間 又 は 前 記 第 ２ の 面 を 透 過 し た 位 置 に お け る 任 意 の 高 さ 位
置 で 反 射 し た 第 ２ の 反 射 光 を 前 記 共 焦 点 光 学 系 を 通 し て 受 光 し て 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ
を 取 得 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 １ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 共 焦 点 画 像 デ ー タ と を 演 算 し て 少 な く と も 前
記 試 料 内 の 任 意 の 面 の 観 察 画 像 デ ー タ を 取 得 す る 工 程 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 観 察 方 法 。
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